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売 却 区 分 番 号 熊本局１９０‐１ 
 

見 積 価 額 ¥１，４９５，０００ 公 売 保 証 金 ¥１５０，０００ 

財 産 の 表 示  １ 所在        都城市志比田町 

   地番        ４５９４番８ 

   地目        宅地 

   地積        225.94平方メートル 

以上登記簿による表示 

公 法 上 の 規 制 ・都市計画区域内  第一種住居地域 建ぺい率：６０％ 容積率：２００％ 

接 道 状 況 ・南西側で幅員約４メートルの舗装私道に接しています。 

地 盤 ・ 地 勢 ・地勢：平坦 

・地盤：普通 

使 用 状 況 等 ・駐車場として使用されています。 

特 記 事 項 ・公売財産内に第三者が所有するスチ－ル物置が設置してあります。 

住 居 表 示 等 宮崎県都城市志比田町４５９４番８ 

最 寄 駅 等 ＪＲ（九州） 日豊本線ＪＲ都城駅から車５分 

そ の 他 事 項 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る買受申込価額をもって行います。 

留 意 事 項 ・公売は、現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項をご理解の上で公売

へご参加ください。 

・地積は、登記事項証明書の表示によります。 

・公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。 

・掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。 

・土壌汚染等に関する専門的な調査は行っておりません。 

・公売終了後、買受代金の納付方法について、現金又は銀行振込みのいずれかを公売

担当までご連絡ください。 

・売却決定の日までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らか

にならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更される場合があ

ります。 

・法令等の規定により換価制限（入札後の手続きが停止）となる場合があります。 

・権利移転時期は、売却決定後買受人が買受代金を納付した時点になります。 

 ただし、法令等の規定により許可または登録等を要する場合、関係機関等の許可又

は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。 

・公売財産の権利移転に伴う費用については、買受人の負担となります。 

・公売財産内に放置された動産等の処理については、すべて買受人の負担で行ってい

ただくことになります。 

・公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関（国）は担保

責任を負いません。 
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